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2018 年度（第 16 回）ドコモ市民活動団体助成事業 募集要項 

―よりよい未来のために頑張る仲間を応援します― 

 

１． はじめに 

ＮＰＯ法人モバイル・コミュニケーション・ファンドでは、2003 年度より『ドコモ市民活動団

体助成事業』を開始し、将来の担い手である子どもたちの健やかな育ちを応援する活動に取り組む

全国の市民活動団体に対して、助成金による活動支援を実施してきました（2017 年度までの累計

で、847団体を助成）。 

2018 年度におきましても、子どもを取り巻く様々な社会課題に取り組む市民活動団体が、これ

までの活動を充実・発展させるため、また、新たな社会課題にチャレンジするための活動支援を積

極的に実施します。 

 

２． 助成対象活動 

(1) 子どもの健全な育成を支援する次のような活動 

活動テーマ 

① 不登校・ひきこもりの子どもや保護者に対する精神的・物理的な支援、復学・社会的自

立支援活動（フリースクール、カウンセリングなど） 

② 児童虐待やドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）、性暴力などの被害児童・生徒や社

会的養護を必要とする子どもの支援、および虐待防止啓発活動 

③ 非行や犯罪から子どもを守り、立ち直りを支援する活動 

④ 子どもの居場所づくり（安心・安全な居場所の提供、子どもの不安や悩みに対する相談

活動など）  

⑤ 障がい（身体障がい・発達障がいなど）のある子どもや難病の子どもの支援活動（療育

活動、保護者のピアサポート活動など） 

⑥ マイノリティ（外国にルーツを持つ、ＬＧＢＴなど）の子どもを支援する活動 

⑦ 地震・台風などの自然災害で被災した子どもを支援する活動 

⑧ 上記①～⑦以外で「子どもの健全な育成」を目的とした活動 

 

(2) 経済的困難を抱える子どもを支援する次のような活動 

活動テーマ 

① 学習支援活動 

 放課後学習サポート、訪問学習支援、学習能力に合わせた個別ケアなど 

② 生活支援活動 

子育てサロン、子ども食堂、シングルマザーへの支援、フードバンク、居場所の提供

など 

③ 就労支援活動 

 職業体験、社会的養護退所者の就労支援など 

④ 上記①～③以外で「経済的困難を抱える子どもの支援」を目的とした活動 
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２．助成金額 

  助成総額：3,500万円上限 

（1）子どもの健全な育成を支援する活動 

1団体あたり上限 70万円までの応募を可能とし、施策内容などを審査のうえ決定します。 

なお、2017 年度の助成決定団体からの応募については、1 団体あたり上限 100 万円までの応募

を可能とします。 

（2）経済的困難を抱える子どもを支援する活動 

1団体あたり上限 100万円までの応募を可能とし、施策内容などを審査のうえ決定します。 

 

３．助成対象団体 

（1）日本国内に活動拠点を有する民間の非営利活動団体でＮＰＯ法人などの法人格を有するもの、

または取得申請中の団体で 6月末までに法人登記が完了見込みの団体。 

  なお、活動実績が 2年以上であること（法人格を有する以前の活動実績を含みます）。 

（2）複数の団体が連携した協働事業の場合は、代表申請団体が上記（1）の要件を満たしているこ

とを条件とします。 

（3）任意団体については、5 人以上のメンバーで構成され、かつ 2年以上の活動実績があり、活動

状況についてホームぺージ、ＳＮＳ（フェイスブック等）による定期的な情報発信を行ってい

る団体。 

また、会則、規約又はそれに相当する文書を有し、適正な事業計画書、予算・決算書が整備さ

れており、応募団体が活動する地域の中間支援組織（ＮＰＯ支援センターなど活動支援団体）

からの推薦があることを条件とします。 

(4) 助成決定後、申請事業の活動計画に基づいた目標設定、四半期ごとの経過報告、効果検証、活動

成果の作成・公表等について、実施いただける団体。 

（5）申請事業の活動状況について、ホームぺージ、ＳＮＳ（フェイスブック等）による定期的な情

報発信に了承いただける団体。 

 ※ 反社会的勢力とは一切関わっていないこと、また、活動内容が政治、宗教、思想に偏って

いないことを要件とします。 

 ※ １団体１申請に限ります。 

  

４．助成対象期間 

2018年 9月 1日～2019年 8月 31日の期間に実施する 1年間の活動を対象とします。 

また、翌年度以降においても事業の充実・発展や改善が見込める団体については、最長 3年間の

継続的な助成を可能とします。 

なお、審査にあたっては、助成期間中の取組み状況および活動についての課題を適切に分析し、

事業の達成度や成果が確認できる目標となっている等、昨年度の取組み状況や今年度の申請内容を

十分考慮し、選考委員会において審査のうえ決定します。 

 

５．助成対象となる経費 

助成対象事業に必要な次の経費 
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（1） 人件費    申請活動に対する専従スタッフへの賃金およびアルバイトへの謝金など 

（2） 謝礼金    外部から招聘した講師などへの謝礼金 

（3） 旅費      交通費、宿泊費 

（4） 物品購入費   備品費、機器類の購入費  

（5） 会場費    イベント会場などの借料 

（6） 資料購入費   書籍、写真などの購入費     

（7） 印刷費    検討資料、配布資料、報告書などの印刷費 

（8） 通信運搬費   郵便料金、宅配費など 

（9） その他        上記項目に該当しない必要経費 

 

※以下の支出は、助成対象外とします。 

・助成決定金額の 50％を超える人件費 

・通常の団体運営に関する経費（事務所家賃、光熱水費、定期刊行物発行経費など） 

・1回のイベント等で終了する活動経費 

・通信運搬費の電話料、プロバイダー料等の情報通信に関する経費 

・助成対象事業から得られる収入（講師謝礼など）の他事業への充当 

・当該団体の関連団体（団体構成員が役員等を兼務あるいは資本関係のある団体など）への委託 

・自団体が支払い先となるような支出、その他ＭＣＦが不適当と判断した経費 

 

６．助成金額の増額・減額査定 

審査の結果、申請額を増額または減額査定して助成金額を決定する場合があります。 

 

７．助成金の支払および領収書の提出 

助成金の支払いは 2018年 8月末を予定しています。 

入金確認後、速やかに領収書の提出をお願いします。 

 

８．助成金額の使途変更 

申請した支出経費以外への流用は認めません。やむを得ない事情で変更する場合は、事前に変更

手続きを行い、ＭＣＦ事務局の承認を得てください。 

 

９．応募受付期間 

2018年 2月 26日（月）～3月 31日（土）必着 

 

１０．応募方法 

当ホームページからダウンロードした申請書に必要事項を記入・押印のうえ、ＭＣＦ事務局宛

に、簡易書留、宅配便など必ず配達記録が残る手段で送付してください（3月 31日必着）。 

併せて、申請書の電子ファイル（Excel 版・押印不要）を添付して E メールにて

「info@mcfund.or.jp」に送信してください。 

配達記録が残らない手段で送付された場合、紛失の責任は負いません。 

※ＭＣＦ事務局への持ち込み、ファクスやＥメールのみによる申請は、受け付けません。 
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１１．個人情報の取り扱いについて 

申請書にご記入いただいた個人情報（代表者・連絡責任者氏名、住所、連絡先電話番号、Eメ

ールアドレス等）につきましては、当団体のホームページに記載する個人情報保護方針に基づき、

厳正に管理し、次の目的に限定のうえ利用します。 

  （1）選考手続きのための選考委員等への提供 

（2）選考結果の通知および諸手続きの連絡 

（3）助成決定の公表（マスコミへのニュースリリース、ＭＣＦホームページへの掲載） 

（4）ＭＣＦ内の管理業務 

（5）ＭＣＦ主催事業の案内 

 

１２．選考方法 

書類審査（一次審査)、面談審査（二次審査) および選考委員会（最終審査）により決定しま

す。 

※書類審査の際、申請内容に関して、電話によるヒアリングを実施する場合があります。 

※書類審査通過団体には面談審査を実施し、その内容をもとに選考委員会にて審査します。 

※面談審査は全国を数ブロックに分けて実施します(5月中旬～6月下旬予定)。 

※面談会場までの交通費（公共交通機関を利用）については、申請書記載の団体登記住所から

二次審査会場までの往復交通費が 1,500 円以上の場合は、1 名様分に限り、ＭＣＦで負担し

ます（上限 20,000円）。 

 

１３．選考のポイント 

（1）活動地域における子どもの現状と課題等の理解 

     団体が取組むべき当該地域特有の課題や子どもの現状とニーズを的確に捉えているか。 

(2) 団体が抱える課題の克服 

団体が過去の取組の中で抱えてきた課題を的確に捉えた上で、その克服・改善につながる提

案になっているか。 

(3) 具体的かつ現実的な計画性 

    現状と課題を踏まえ、外部のネットワークの活用など、具体的かつ現実的な計画が立てられ

ているか。 

(4) 目標（活動目標と成果目標）および効果測定手法の設定 

     活動目標（アウトプット）と成果目標（アウトカム）がそれぞれ明確に設定されているか。

また、活動の効果を測定するための適切な手法の提案があるか。 

(5) 活動の継続性と普及・拡大の工夫 

     助成期間終了後も活動の継続性が見込めるか。また、積極的な情報発信をする中で、他地域、

他団体への水平展開を含め、活動の成果を普及・拡大させる工夫があるか。 

 

１４．選考結果の発表  

2018 年 8 月下旬（予定）までに全応募団体にＥメールにて通知するとともにＭＣＦのホーム

ページ等で発表します。また、別途、助成決定団体へ助成金贈呈書の授与を予定しております。 
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※選考結果についての個別のお問い合わせ（不採択理由等）には応じません。 

       

１５．中間・終了報告書等の提出および中間報告会への参加 

(1) 助成期間中（2018 年 9 月 1日～2019 年 8 月 31日）の活動状況については、所定の様式に基

づき、目標設定シート、四半期ごとの経過報告（「進捗管理シート、振り返りシート」）、「中

間報告書」、「終了報告書」を提出していただきます。併せて、助成期間中の活動状況につい

て積極的な情報発信をお願いしております。また、必要に応じて、経過報告に基づくヒアリ

ングや追加の報告書の提出を事務局よりお願いする場合があります。  

(2) 中間報告書の提出と併せて、中間報告会（2019年 3月上旬予定）に参加していただきます。 

（会場までの交通費<公共交通機関を利用>はＭＣＦで負担します。） 

     

１６．その他 

（1）助成決定団体については、団体名、活動の名称、助成金額などを、報道発表およびＭＣＦホ

ームページで公表します。また、助成対象活動の内容などをＭＣＦホームページ等で紹介し

ます。 

（2）助成金の支払中止または返還によって生じた不利益について、ＭＣＦは一切の責任を負いま

せん。 

（3）提出された申請書は返還しません。また、本募集要項に基づき、申請内容に違反が認められ

た場合、助成金支払いの中止や返還を求める場合があります。 

また、そのことよって生じた不利益について、ＭＣＦは一切の責任を負いません。 

 

【申請書送付先・お問い合わせ先】 

ＮＰＯ法人モバイル・コミュニケーション・ファンド（ＭＣＦ）事務局 

〒100-6150 東京都千代田区永田町 2-11-1 山王パークタワー41F 

TEL：03-3509-7651（平日 10時～18時） 

Eメール：info@mcfund.or.jp 


